
●「成績率」の適用については、「増減率」１０／１００を限度として

改訂し、実施すること。

●「期間率」の適用については、私傷病での「病欠」は、除外ないし緩

和措置を講じること。また、新型コロナウイルスに感染又は濃厚接

触者に指定された社員・エルダー社員についても同様の措置を講じ

ること。

● グリーンスタッフ社員は、社員に準じ取り扱うこと。

● １２月９日（水）までに支払うこと。

新型コロナウイルス感染拡大
に伴い、昼夜を問わず『安全・
安定輸送』を担っている全社
員・エルダー社員に対して、
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を要求!!


